
申請書返送先
◆FAXの返送先 ０４８-６４２-３６８０
◆郵送にて返送（郵送代金は事業者様にてご負担ください）
〒３３０-０８０１ 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
東武トップツアーズ㈱さいたま支店内
蕨市暮らし応援券「織りなすクーポン」支給事業事務局 宛
◆Emailにて申込書を添付し送信
Email：warabi_orinasu@tobutoptours.co.jp

問い合わせ先
蕨市暮らし応援券「織りなすクーポン」支給事業事務局

TEL ： 事業者専用 090-2442-7424
FAX ： 事業者専用 048 - 6 4 2 - 3 6 8 0
※電話・FAXともに通信料がかかります

住所 ： 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル８階（東武トップツアーズ㈱内）

URL：https://warabi-orinasu2023.com/
営業時間：平日9：30～12：00／13：00～17：30（土・日・祝日・12／28～1／4は休業）

Email：warabi_orinasu@tobutoptours.co.jp

●特定事業者登録の条件
　登録資格
特定事業者の登録資格は、本事業に参加を希望する市内に店舗等を有する事業者とし、複数の店舗を持つものは店舗等ごとに登録するものとする。
　次に掲げるものは登録を受けることができない。
⑴　性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業において提供される役務
⑵　埼玉県暴力団排除条例（平成25年埼玉県条例第39号）第２条第１号及び第２条第２号並びに蕨市暴力団排除条例（平成24年蕨市条例第21号）第２条に
　　掲げる暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの
⑶　特定の宗教又は政治団体と関わるもの
⑷　公序良俗に反するもの
⑸　その他蕨市が不適当と認めるもの
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令和5年度　蕨市暮らし応援券「織りなすクーポン」
支給事業特定事業者　登録申請書兼誓約書

●誓約事項 ※募集要項・事業約款は、蕨市暮らし応援券「織りなすクーポン」支給事業事務局専用ホームページからダウンロードできます。
⑴　商品の販売、又はサービスの提供なくクーポンの換金を行いません。
⑵　クーポンを利用できない商品に対して、クーポンでの支払いを受付けません。
⑶　クーポンの再販、再流通を致しません。
⑷　クーポンの偽造・悪用・濫用は致しません。
⑸　クーポンを紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。
⑹　クーポンの利用期間中（令和５年11月１日から令和６年１月31日）は特定事業者として事業に参加し、やむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
⑺　クーポンの取り扱い、特定事業者の責務のほか募集要項及び事業約款に記載されている内容に同意し、遵守します。
⑻　クーポンの利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
⑼　クーポンの取り扱いに対して、蕨市や事務局からの改善要請等があった場合にはそれに従います。
⑽　店舗名・所在地・電話番号・業種の公表（専用HP ・チラシ等に掲載）について同意します。
⑾　当事業者（店舗）は、以下に該当しません。
　①　性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業において提供される役務
　②　埼玉県暴力団排除条例（平成25年埼玉県条例第39号）第２条第１号及び第２条第２号並びに蕨市暴力団排除条例（平成24年蕨市条例第21号）第２条に
　　　掲げる暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの
　③　特定の宗教又は政治団体と関わるもの
　④　公序良俗に反するもの
　⑤　その他蕨市及び事務局が不適当と認めるもの



令和５年度蕨市暮らし応援券織りなす「クーポン」取扱店舗登録申請書

《振込口座について》

《事業者情報》

@tobutoptours.co.jp のアドレスから事業にかかわる連絡を送ることがございます。

②私は裏面の特定事業者登録の条件を満たし誓約事項の内容について、順守することを誓約し、特定事業者への登録を申請します。
２０２３

（様式第1号）

《事務局用》

登 録 番 号

加 盟 店 番 号

受 付 日

《クーポン取扱店舗情報》

◎当てはまるものに1つだけ○印をつけてください。

□ 掲載する □ 掲載しない①電話番号を加盟店一覧に掲載しますか？

加盟店一覧では、「株式
会社」や「有限会社」は
省略して掲載いたします

FAX ： 048-642-3680
T E L  ： 090-2442-7424
※電話・FAXともに通信料がかかります


